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   開     議 

 

 

○内谷邦彦議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○内谷邦彦議長 日程第１、市政一般に関する質

問を13日に引き続き行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 今泉春江議員の質問 

 

 

○内谷邦彦議長 順位５番、議席番号15番、今泉

春江議員。 

  （15番今泉春江議員登壇） 

○１５番 今泉春江議員 日本共産党の今泉春江

でございます。大きく３つの質問をいたします。 

 最初の質問は、まちなかに出没するカモシカ

の特性や対処法などについて、市として回覧板

などで市民へのお知らせをすべきではないかと

いうものです。 

 ５月14日に東根市にカモシカが住宅地に現れ、

70代の女性が接触し、足にけがをしたと報道さ

れました。 

 ニホンカモシカは国の天然記念物として保護

されていますので、このカモシカは無事に保護

され、山に返されました。 

 本市においても、東山などで見かけることが

あります。ところが、４月下旬、早朝に四ツ谷

の住宅地にカモシカが出没し、見かけた市民の

方から、東根市の件もあり、市に市民にも注意

喚起をするようお願いしました。この方は、午

前６時45分頃に自宅の裏庭に突然カモシカが現

れ、自宅の塀に沿って隣に移動していくのを見

たそうです。１メートルくらいで、最初に犬か

とも思ったそうですが、カモシカと確認し、通

り過ぎるのを見ていたそうです。こんなことは

何十年も住んでいて初めてのことであり、驚い

たと語り、イノシシや熊だったらと冷やっとし

たそうです。 

 それと同じ頃、このカモシカを近所の住民も

見かけ、犬と間違えたのかなとも思ったそうで

す。川沿いに本町のほうに歩いていったと話さ

れていました。時間も同じような時刻と話され

ていましたので、同じカモシカだと思われます。

早い時間帯でもあり、住民とカモシカ両方にト

ラブルもなかったようなので安心し、無事に山

に帰ったかなどと気にしていました。 

 カモシカは野生動物の中でも比較的おとなし

く、危害を加えなければ人を襲うことはほとん

どありません。また、帰巣本能があり、自然と

山に帰るのがほとんどと言われています。好奇

心旺盛で、人間に近づくとじっと見詰めること

もあると言われています。多くの人は、カモシ

カが近眼のせいでよく見えていないからじっと

しているのだと思われていますが、穏やかな性

格だから動きがゆっくりと考えられるとされて

います。しかし、性格が穏やかだとしても、不

必要に近づき過ぎるのは危険です。 

 このたびの出没は、犬の散歩やウオーキング、

子供たちの登校など、住民とのトラブルにも気

をつけなくてはならない時間帯でした。今後も

まちなかに出没の危険もあり、もし遭遇したと
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きの対処法やカモシカの特性などを市民にお知

らせすべきと思いました。 

 動物愛護と市民の安全対策として注意喚起の

お知らせをしてください。市長にお考えをお聞

きいたします。 

 次の質問です。白つつじ公園北側に隣接する

道路の歩道整備についてです。 

 今年も白つつじまつりと黒獅子まつりに多く

の市民や観光客に来園いただきました。黒獅子

まつりでは、夜遅くまで笛と太鼓の音が聞こえ

てきました。私は、雨が降っていましたが、皇

大神社に入る獅子を最後まで見守り、無事に終

了した獅子連の皆様に拍手で労をたたえ感謝し

ました。 

 この白つつじ公園は、ツツジの前には桜も咲

き誇り、ツツジが終わっても緑に囲まれた大切

な市民の癒やしの場所となっています。 

 そこで質問します。この公園に隣接する北側

の道路は、タスビルや道の駅に通じる県道で、

公園の出入口にもなっており、このたびの黒獅

子まつりでも使われ、多くのお客様が行き来さ

れました。 

 この県道は、両側に広い歩道があります。し

かし、現在、残念なことに、歩道の中にある花

壇が利用されてなく、景観にも影響しています。

この花壇となっているところは、この道路がで

きたときに柳の木が植樹されていましたが、ア

メシロの被害がひどく、消毒も毎年行われてい

ました。そのようなこともあり、その後、伐採

され、その後にはハナミズキの樹木が植樹され

ましたが、それも数本残すような状況です。 

 そこで地区の皆様が花を年２回植え、花壇の

担当を決め、肥料や水やり、草むしりなど、何

年も頑張って続けてきました。本市の花いっぱ

い運動などで表彰され、環境美化に貢献しまし

た。ところが、頑張ってくださった方々も高齢

となり、近年の猛暑などもあって、毎日の水や

りなどの花壇の管理には限界ということで、こ

の２年ほど黒いビニールを張り、草が生えない

ようにしています。今まで環境整備として頑張

ってくださった地域の皆様には感謝したいと思

います。 

 しかし、このままでは公園の前ということも

あり、大変残念な景観となっています。地域の

皆様のお考えもあると思いますが、歩道として

埋め戻すのか、同じような花を植樹するのか、

公園と同じ白ツツジの樹木などを植樹するのか

など、対策が必要と思います。観光振興として

白つつじ公園の歩道をどのように整備なさるの

か、お考えを市長にお聞きいたします。 

 ３番目の質問です。子供の不登校への提言に

ついてです。 

 子供の不登校が全国でこの10年で３倍と急増

し、小・中学校で35万人近くになっていると報

告されています。本市においても、不登校は増

えていると報告されています。 

 私たち日本共産党は、５月23日に不登校につ

いての提言を発表しました。私もこの提言を受

け、本市の状況をお聞きし、解決すべき課題が

ありますときには、そのことを共有し、対処し

てまいりたいと思っておりますので、質問をい

たします。 

 この提言は、大きく２つの柱から成っていま

す。 

 第１は、今、行き渋りや不登校で悩んでいる

子供と親（保護者）が安心できる支援です。 

 提言では、不登校は、子供のせいではありま

せん、不登校を怠けや弱さと捉えたり、親の甘

やかしのせいだと言うのは誤りですとしていま

す。さらに子供の権利の立場から、子供が学校

に行くことは義務ではない、子供は安心して休

む権利があると明記されていました。子供には

何より生きる権利があります。 

 学校は、憲法が保障する子供の学びと成長す

る権利のためのもの。しかし、行けば具合の悪

くなるような学校に行く義務はありません。義
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務教育の「義務」とは、子供の教育への権利を

保障するための親と国の義務のことです。 

 さらに、不登校の多くは、様々な理由で心が

折れた状態にあるということです。骨折した子

供を走らせないように、心の折れた子供に無理

をさせることはできません。心が折れた状態の

子供が、家などで安心できる環境でゆっくり過

ごすこと。子供には休息の権利があります（子

どもの権利条約）。ありのままの自分で大丈夫

と自己肯定感を育むことで、やがて自発的に動

き出します。どうするかを決めるのも子供の権

利です。 

 学校での不登校への対応は重要で、現に先生

方が子供に寄り添って頑張っています。この中

で、子供たちは不登校を認められる、理解され

ることが一番うれしかったと言っています。逆

に、学校に来ないと将来困るといった対応は、

子供たちを追い詰めかねません。子供と同じ目

線で話をする関係性を広げ、子供の思いを丸ご

と受け止め、子供の休息と回復を温かく見守り、

子供の安心を増やす場となることが期待されま

す。提言は、ここに子供を支える公教育のかけ

がえのない役割がありますとされています。そ

して、そのためにも、教育機会確保法の不登校

の部分を改め、子供への理解、休息と回復の保

障が中心となるようにしますと提言をしていま

す。 

 学校こそ、不登校の子供の様々な思いを受け

止める場になっていってほしいと思います。 

 このため、提言では、不登校への支援の基本

を子供の心の傷の理解と休息・回復の保障に置

くことを提案し、子供や親を追い詰めかねない

学習活動中心の国の不登校対策を批判していま

す。 

 さらに、子供の休息と回復を支えるには、親

への支援が必要としています。育て方に問題が

あるのではと自己責任論に傷つくことがありま

す。子供の見守りや相談などの負担も大変です。

多くの人が不登校離職などで収入が減り、経済

的困難に直面している状況なども提言には書か

れています。親への支援を手厚くし、親の安心

を増やすことが重要だと思います。お考えはい

かがですか。 

 提言は、子供を支えるには適切な情報提供や

相談、休業補償などが欠かせないとしています。

学校での相談を充実させ、養護教諭、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカーを

増やし、相談体制を拡充します。学校外の公的

な相談窓口を拡充し、フリースクールなどと連

携し、親子が信頼できる相談者とつながれるよ

うにします。本市の状況はいかがですか。 

 提言の第２は、過度な競争と管理をやめ、子

供を人間として大切にする学校を柱にし、忙し

過ぎる学校を生み出した学習指導要領を見直す

ことを提言しています。 

 2020年度から始まった学習指導要領では、小

学４年以上で毎日６時間授業となり、小学２年

さえ６時間授業の日があります。多過ぎる学習

内容をこなすため、宿題も増えていると報告さ

れています。その一方、休み時間が削られ、ト

イレの時間も足りなくなり、給食の時間も短く、

ゆっくり食べられない。不登校当事者のアンケ

ートで子供たちは、学校は忙し過ぎると訴えて

いると報告されています。 

 行政や学校を点数競争に巻き込んでいる全国

学力テスト、子供の規律を一方的に求める国の

姿勢、教員の多忙化や教育者としての自由の剥

脱は、学校を子供にも教員にも面白くない場に

変えてきました。その転換により、不登校、教

育全体に希望と活力をもたらすことが重要です。

競争と管理を見直しし、私たちは子供を人とし

て尊ぶ社会を築くためにも、多くの皆さんと力

を合わせたいと思います。 

 以上の提言について教育長よりご感想、ご意

見をいただきたいと思います。 

 以上、壇上からの質問といたします。 
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○内谷邦彦議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 今泉春江議員から大きく３点ほどご提言、ご

質問をいただきました。私のほうからは、１点

目のまちなかに出没するカモシカの特性や対処

法などについて、また、２点目の白つつじ公園

北側に隣接する道路の歩道整備についてという

ことで、２点ほどご提言、ご質問をいただきま

したので、順次お答えを申し上げたいと思いま

す。 

 議員のほうから、まず１点目でございますけ

れども、カモシカの対処法等々、まちなかに昨

今、東根市の事例を挙げていただきましたけれ

ども、ご承知のとおり、長井市のほうでも４月

に出ているということで、議員からは、このた

びの出没は、犬の散歩やウオーキング、子供た

ちの登校など、住民とのトラブルにも気をつけ

なければならない時間帯であり、遭遇したとき

の対処法やカモシカの科学的な特性などを市民

に知らせ、動物愛護と市民の安全対策として注

意喚起すべきではないかというご提言でござい

ます。 

 議員からご案内のとおり、近年、全国的に市

街地にカモシカが出現する事例が多く報告され

ています。議員からもございました、５月に東

根市で発生した事件では、本来、カモシカはお

となしい性格で、人に危害を加えることはあり

ませんので、なぜカモシカの角が女性に接触し

たか、原因は分かっていないようではございま

す。 

 市街地に出現するのは、若い個体が自分の縄

張を形成するために偶発的に移動してくるとい

うこと、また、山から餌を探して誤って移動し

てくることによるものと考えられます。４月下

旬に四ツ谷の住宅地に出現したカモシカも同様

と思われます。 

 国の情報によりますと、雄、雌ともに単独行

動をしますが、時には２頭から４頭の小グルー

プをつくることもあり、子育て期の１年間は母

親と子が一緒に行動し、二、三歳になると性的

に成熟し、母親の縄張から出ていくということ

のようでございます。雄、雌とも10ないし50ヘ

クタールの縄張を持っていると言われ、縄張に

同性のカモシカが進入すると攻撃することもあ

りますが、人に危害を加えることはないと言わ

れています。 

 発見したときの対応方法としては、体長が１

メートルを超すカモシカなので、遭遇した人は

最初驚くかもしれませんが、むやみに近づかな

いようにし、近いときは逃げ道を塞がないよう

にしていかなくてはいけないということでござ

います。驚かせると興奮する場合がございます

が、人に危害を加えることはないと言われ、そ

っと離れて見守っているうちに山に帰っていく

ということでございます。ただし、柵などに挟

まって動けないときや、けが、衰弱していると

きなど、現場で判断して、必要に応じて保護等

をする場合がありますので、市や警察署に連絡

をお願いします。 

 なお、現在、市のホームページ、「特別天然

記念物「カモシカ」との遭遇時の対応につい

て」において、対処方法等を周知しております。

もし人に危険が及ぶ可能性、社会生活への大き

な影響が想定される場合には、市役所各担当課

や警察、消防など、関係機関とも情報共有、連

携を図りながら、市民に被害が及ばないよう対

処してまいりたいと思います。 

 実は先週も、多分同じ個体と思われるカモシ

カ、聞いてらっしゃると思いますが、あら町か

ら四ツ谷のほうに出現して、なかなか外に出な

いということで、警察と市の担当と、また消防

のほうなんかご協力いただきながら見守ったん

ですが、なかなか動かないということで、山形

県に１人しかいらっしゃらないという麻酔を打

つ方をお願いして、県を通じて、そして、その

方に麻酔で眠らせてもらって、そして西根のほ
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うの山に放したということがあったようですが、

こういったことも含めて、ホームページだけで

は、これ、不徹底なので、まずは来月号の市報

とか、あるいはＳＮＳ、例えばＬＩＮＥとか

等々で、いろんな周知方法で、特性と、出没し

ているので、遭遇したときの対処方法など、詳

しくお知らせしなくてはいけないと。当然おら

んだラジオ等々でも定期的に教える必要がある

のかなと。 

 なお、熊とかイノシシだとかなり危険性があ

るので、そういった場合は屋外拡声装置で、そ

の該当地区にお知らせしたり、注意喚起をする

ということもございますが、カモシカの場合は、

そこまではしなくてもいいかもしれませんけれ

ども、しっかりとした対応を、今泉議員おっし

ゃるように、市として市民の皆様にお知らせし

なくてはいけないと思っております。 

 続きまして、２点目でございますが、白つつ

じ公園北側に隣接する道路の歩道整備について

ということで、議員のほうからは、白つつじ公

園北側の道路の歩道花壇を観光振興として整備

すべきでないかというご提言でございます。 

 議員からございました白つつじ公園に隣接す

る北側の道路は県道長井大江線で、山形県置賜

総合支庁西置賜道路計画課の管理となっており

ます。両側の歩道も含まれておりまして、植栽

の管理も同様でございます。 

 現在、白つつじ公園からあら町十字路までの

道路両側の歩道の花壇には、今泉議員からあり

ましたとおり、数本のヤマボウシ、これはハナ

ミズキにも見えるんですが、正確にはヤマボウ

シという樹木が残っている状況です。植栽が何

もない花壇もあるようでございまして、銀行や

商店前に植えられている花壇も見受けられ、恐

らくボランティアで植えていただいているのか

と思います。そういった意味では、ボランティ

アで長年ご協力いただいている皆様に感謝を申

し上げる次第でございますが、議員からありま

したとおり、以前は県のマイロードサポーター

として、地区や神明町女性の会様などが花の植

栽のご協力をいただいていた時期もあったよう

でございますが、現在はサポーターはどなたも

いらっしゃらないということのようでございま

す。 

 また、県の所管課に確認したところ、今後、

樹木などの植栽の植え直しや花壇の埋め戻しな

どの整備の予定はないそうですが、県のホーム

ページ等で継続して協力いただけるサポーター

の募集をしていくとのことでございます。 

 現在、長井市で取り組んでおります花いっぱ

い運動では県道沿いも対象としておりますので、

今後とも花の観光振興の一環として、引き続き、

地域や市民の皆様に、まずは運動に参加いただ

くようお願いしてまいりたいと思いますし、花

の植栽に今後ともご協力を引き続きお願いした

いと思っております。 

 なお、花壇のスペースがあって、歩道のとこ

ろになかなか植栽が続けられないと、これは地

域の事情もあって、今まで一生懸命なさった方

が高齢になって、なかなか大変だということで、

その引受手がいらっしゃらないというところが

市内各地に見受けられます。 

 基本的に、大きく２つの考え方がございまし

て、１つは、各地区のコミュニティセンターさ

ん、これは私ども長井市としては、市と、それ

から地域の市民の皆様との協働で、それぞれの

自分たちの住んでいる地域は、自分たちで何と

かみんなで力を出し合って、美しいまち、地域

にしたり、あるいは、そういった外からいらし

た人に誇れるような、そういう地域を共につく

っていこうと。ですから、ボランティアの方が

なかなかいらっしゃらなくなったら、それを市

で直接するということは、これからし切れなく

なりますね。人口がどんどん減ってくわけです

から、当然予算規模はどんどんどんどん縮小し

てまいります。 
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 ですから、私どもとしては、もう15年ぐらい

前から当時の地区公民館さんのほうに相談して、

20年前ぐらいによく言われていた、市民の皆様

との協働のまちづくり、これを一人一人の市民

の皆様にいろんな形でご協力いただいて、自分

たちの住んでいる地域を自分たちの力でよりよ

くしていこうと、こういった運動も必要だと思

って、コミュニティセンター化して、職員のほ

うも、以前は市の当時の定時補助職員よりもち

ょっと大変なぐらいの報酬で主事の方とか館長

やっていただいてたんですが、これでは仕事と

して取り組んでいただく人がきちっといないと、

こういう運動はなかなか続かないということで

法人化して、そして給与等々についても整備し

てきました。 

 したがって、まず市全体の市民の皆様の管理

していただける部分については、コミュニティ

センターさんを中心にいろいろ募っていただい

たり、なかなかボランティアでできないといっ

た場合は、市のほうでも支援はしなくてはいけ

ないんですが、それを協力していただく有償ボ

ランティアみたいな形でお願いしていかないと

続かないと。これは民間の業者さんに頼むと相

当な金額のお金と、そもそも業者さんも、そう

いうことができる人がどんどんいなくなってい

るんです。ですから、つつじ公園なんかの、植

木屋さん、そういった方が技術持っている人も

少なくなって大変な状況ですから、それがまず

１つ。 

 あともう一つは、今泉議員おっしゃるように、

観光として整備しなくてはいけないところは当

然ありますので、そこについては、今、粡町成

田線という本町の街路事業終わったんですが、

あの辺の美化、花いっぱいは全然進んでいませ

ん。今、まちなかで、例えば地区内でなさって

いるのは四ツ谷地区ぐらいで、あとほかの地区

はなかなか今度、手間が大変だということで、

伐採してくださいというのが続出なんです。こ

の間もある地区に行きましたら、桜は植えてい

たのですが、それが根っこが張って、アスファ

ルトむき出しで、アスファルト舗装が壊れて非

常に不便だから伐採してくれと、それを伐採し

てツツジを植えたんです。今度そのツツジが雪

降ると、出入りするときに邪魔だから、今度は

ツツジも取ってくれと、こうなるんです。です

から、そういったところは市民の皆様のご協力

いただく部分と、市が観光で整備するところ、

それらを、今、ちょうどまちなかの中心市街地

の活性化の途中でありますので、道路沿いにつ

いては、まずはそろそろ計画しなくてはいけな

いんですが、全体計画を立てて、つつじ公園の

県道沿いというのは非常に市の目抜き通りでも

あり、ツツジとかそういう花公園のすぐそばで

ありますし、中心市街地に通ずるところなので、

この辺もやっていかなくてはいけないと。 

 一方で、今年から文教の杜周辺の、あれはま

ずは植栽よりも面的整備ということで、電柱の

地下埋設とか、あるいは必要だったら石畳とか

水路を出したいとか、そういったことも含めて、

市のほうで観光と一体となって整備するところ

の見極めをしまして、そして、議員からありま

したように、必要なところは市で何らかの形で

整備して、それを管理運営はどうするかですけ

ども、いろいろ整備していかなくてはいけない

と思っておりますので、まずは何とか、そのつ

つじ公園の北側の歩道のところについては、県

と一緒になって、もう少し募ってみて、それで

も大変なときは、また違う方法も考えながら検

討してまいりたいと思います。私のほうからは

以上でございます。 

○内谷邦彦議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 私のほうからは、不登校の現

状等について、御党から出されて発表された不

登校についての提言、これらを踏まえてのご質

問についてお答えさせていただきます。 

 2025年５月23日に、御党より発表された不登
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校についての提言は、文部科学省から発表され

た令和５年度の不登校児童生徒数、正確に言い

ますと34万6,482人、この過去最多となった現

状を重く受け止めたものであると捉えておりま

す。 

 本市でも令和６年度、30日以上の欠席児童生

徒は小学校で26名、中学校で40名おります。そ

のうち出席日数がゼロの児童生徒はおりません

が、議員からご案内のとおり、市全体として、

これまで以上にこれらの課題を共有しながら対

応していきたいと考えているところです。 

 さて、令和６年度のいじめ不登校生徒指導上

の諸課題の調査、これは報告しているものです

けども、これだけでなくて、本市の場合、毎月、

子供たちの欠席等の状況について私のほうにも

報告されております。それは欠席が30日以上だ

けではなくて、気になる子、それから欠席だけ

ではなくて、学習面どうなのだろうかというこ

と、それらも含めながら各学校から丁寧に報告

されておりますし、加えて、これに指導主事の

ほうもたくさん付箋貼って、今、この子こうで

す、先月まではこうだったんです、今こんなふ

うにしてますよということ、まさに一人一人丁

寧に丁寧に報告されています。私は、その中か

ら子供たちの顔、それから背中にいるおうちの

人の表情、そんなのも読み取れるようになって

います。 

 これらの報告を見ますと、これまでもこれ、

お話ししているかと思いますが、要因というの

は実に複雑です。主たる要因として、学校生活

への意欲低下ですとか、不安、抑鬱、生活リズ

ムの乱れ等がありますけども、本当に複雑に絡

み合っています。提言事項に沿いながら、長井

市の取組について、以下ご説明したいと思いま

す。 

 本市では、不登校児童生徒の支援の目的を、

単に登校を促すことではなく、子供たちが安心

できる環境の中で自己肯定感を育み、児童生徒

が自らの生き方を主体的に捉え、一人一人が将

来にわたって幸せに人生を送ることができるよ

う、長期的な視点で社会的自立を目指す、これ

を一義にしております。 

 今年度、引き続き民間施設や団体と連携する

ことを継続するとともに、これまで適応指導教

室といった教室、ほっとなるスクールを、教育

支援センターほっとなるスクールにして、週３

回から週５日間開所して、自立に向けた場を学

校だけには限らず、自己選択を大切にしながら

仲間と共有できる環境を整えてまいりました。 

 また、これまでもほっとなるスクールにしか

行けないという子供、過去におりました。でも、

その子供たちが上級学校に進んで、まさに無遅

刻無欠席で皆勤賞を取って自立していく姿も私、

見ております。大事なことは、その子が最大限

に伸びる、安心する、その場をどれだけたくさ

んつくっていくか、それが長井市の一番の方針

の根幹です。 

 今年度、中学校においてはスクールカウンセ

ラーを各２名、教育相談員を４名、スクールソ

ーシャルワーカーを１名配置して、相談体制の

充実を図っているところです。 

 また、何よりも悩んでいるのは、私はおうち

の方だと感じております。そのおうちの方の言

葉を聞くと、子育て間違ったのではないかとか、

しつけがどうこう間違っていたのではないかと

か、非常に自分を責める場合がよくあります。

これらのことに寄り添いながら、一緒に同じ方

向を向いて子育てをしていくのも大事な仕事か

なと思ってこれまでも取り組んできました。そ

のために、スクールカウンセラーや教育相談員、

スクールソーシャルワーカー等、相談の対象を

子供たちだけではなくて保護者にも広げること

で、保護者のそういった心の不安も軽減できる

ように努めているところであります。 

 学校が抱える課題を解決していくためには、

地域の力が不可欠と考えます。本市が掲げるス
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クール・コミュニティの理念は、学校や子供を

縁とした地域づくりです。不登校傾向の児童生

徒や、不安や悩みを抱える保護者の支援につい

ても、学校だけということではなくて、地域の

方々、コミュニティセンター、児童センター、

学童クラブ、生涯学習・スポーツ活動を行う団

体、民間施設等、様々な関わりの中で寄り添い、

共に考えていくこと、それを目指しているスク

ール・コミュニティであります。 

 今後も安心できる居場所の確保、自己決定の

機会の尊重、自己有用感、自己肯定感の育成、

仲間との関わりの中で行動することの意義を大

切にしながら、学校、家庭や地域社会、そして

福祉や医療機関との連携の下、柔軟かつ包括的

に子供を真ん中に据えた支援をしていきたいと

考えております。子供や保護者が孤立せず、地

域全体で考え、寄り添い、共に考える、このス

クール・コミュニティの構築の一つの大きな狙

いだと思いますので、ぜひお力添えをいただき

たいと思っております。 

 ２つ目のご質問、大体関連するところがある

と思います。今、学習指導要領の改訂に向けた

動きもあります。学習指導要領の今度のキーワ

ードは、多様性の包括、それから可能性の開花、

それを大事にしている。これは長井市の、ダイ

バーシティとインクルージョン、これに通じる

ところだと思っております。 

 この中で、長井市教育委員会では、子供たち

がより豊かに、そして安心して学び、いずれ社

会を支え、そして未来を支え、つくっていく人

として成長できる、そんな教育環境を整えるこ

とを最も大切な使命として捉えているところで

す。 

 令和６年度より進めております第３期長井市

教育振興計画では、「豊かに生きる力・しなや

かな心を持つ子供を育むまち」を目標１に掲げ

ています。子供たち一人一人が夢を大切にしな

がら、笑顔で過ごし、未来を開いていけるよう、

お互いを大切にし、理解し合える子供を育てる

まちを目指すこと。学校教育では、子供一人一

人が自分のよさや可能性を理解し、多様な人々

と共に課題を解決しながら豊かな人生をつくっ

ていくための基本的な力と心を育むこと、これ

を目指しております。 

 令和７年度も様々な事業を展開しているとこ

ろです。提言に沿いながらご説明を申し上げま

す。 

 長井市内、小・中学校、５年前からですけど

も、この授業時数については、今お話ししまし

た、５年前から、標準時数にまずそろえるとい

うこともそうですが、５校時授業を基本に据え

て学校の教育課程を組んでほしいということで

進めております。それから、４月、これ一番ソ

フトランディングしたいときなので、ここにつ

いては、できるだけ４時間授業を多く取ってく

ださいということで進めているところです。 

 また、今お話ししましたように、５校時授業

が基本になってますから、小学生４年以上でも、

とにかくなるべく５校時の授業を組むように各

学校で工夫しているところですし、これについ

ては実現していると捉えているところです。 

 それから、日課表の見直し、これ今、非常に

大事だなと思ってますが、これらの見直しも、

それぞれの学校の実情に応じて進んでおります。

例えば、これまで当たり前に行われてきた朝の

全校集会、これを昼に行うことで、朝の時間が

確保できて落ち着いた生活をスタートできるよ

うになったりとか、それから、小学校において、

中間休みは確保しながらも、昼休みをなくすこ

とで、給食を時間をかけてゆっくり食べて、落

ち着いて午後の時間を迎えることができる、こ

んなことが実現している学校もあります。もち

ろん全ての学校が一律にある必要はありません。

地域の特徴、子供たちの状況に合わせて、まさ

に柔軟に変えていく、これが教育課程の大事な

根幹ですので、これらを大切にしていきたいと
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思っております。 

 全国学力・学習状況調査でありますけども、

これは長井市では特に、それぞれの一人一人の

学びですとか、それから生活の様子ですとか、

それが非常に国民に分かる調査になっておりま

すので、これらを共有しながら、今求められて

いる、自ら学び解決すること、これらを育んで

いくために学校でどんなふうに改善しようかな、

そういうふうな視点からこの調査を受け止めて

いるところです。 

 そのようなことから分析を行い、学校と共有

しながら改善に向けて取り組んでいっていると

ころですけども、大事にしているのは、子供た

ちが分かったとか、なるほどといった達成感や

満足感を持てる授業改善です。そして学校環境

の改善、これが大事だと思っております。 

 また、昨年度より、中学校では制服の選択制、

それから部活動の任意加入制を行っております。

加えて、各校では子供たちが多様性や校則の在

り方について主体的に考え、お互いを尊重し合

う風土が生まれております。これまで行ってい

た、今回、中体連終わりましたけども、壮行式、

これはクラブに入っている子であったり、部活

に入っている子がいたり、それから部活にもど

っちも入ってない子がいるんです。各学校では

みんなで励まして、自分の成長も確かめたいと

いうことで、激励会という形に変わっています。 

 それから、特別支援教育に対する理解も深ま

っていると思っています。その困り感に寄り添

った支援や、授業や活動の中で子供たちの自己

選択、それから自己決定の機会を大切にする場

面が増えてきているなと思っているところです。 

 教員の多忙化の解消も含めまして、教育課程

の見直しって非常に大事だと思います。そうい

った中では、既に行っていることとして、各校

における教育課程、それから業務の見直し、在

校時間の把握と管理、部活動の地域展開に伴う

スポーツ・文化環境整備等の取組を進めており

ますが、特に今年度、この中で校務支援システ

ムの更新を行う予定です。学校が行う様々な業

務の効率化をＩＣＴを活用することで、これ、

長井の強みだと思いますけども、さらに働き方

改革にも資すると考えているところであります。

これらの取組によって、教職員が本来の職務で

ある授業と子供との関わりに、より多くの時間

を確保できるようにする、これを目指している

ところです。 

 今後とも国の動向も的確に把握しながら、長

井でしかできないもの、長井らしい学校の教育

の推進というところに努めてまいりたいと思い

ますので、先ほどもお話ししましたが、ぜひお

力添えもよろしくお願いしたいと思います。 

○内谷邦彦議長 15番、今泉春江議員。 

○１５番 今泉春江議員 それぞれ３つの質問に

対してご答弁をいただきました。 

 まず最初に、カモシカの件でございますが、

市長のほうから、ホームページや市報、ＬＩＮ

Ｅ、ＳＮＳなどで周知するということでござい

ましたので、ぜひ、カモシカというのは、本当

に今、何かユーチューブで見ますと、歩道をぱ

かぱかぱかと音まで聞こえるような、そんなの

が流されたり、いろんなところで出没していま

すので、長井市もこうなのかなと思って、ちょ

っと驚いたところでしたけども、市民の安全と

いうことが一番大事ですので、そして、カモシ

カも国の天然記念物ですので、大切に見守って

いくということが大事なので、ぜひ市民に市報

とか回覧板等でお知らせいただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 それから、つつじ公園北側の県道でございま

すが、私が質問を書いた頃はまだよかったんで

すが、それから日にちが過ぎて、草が結構伸び

ていまして、いやあ、これどうしたらいいかな

と本当に考えるところですけども、地域の方の

協力が一番なんですけども、なかなかそこは、

何年かして、皆さん大変だということで、その
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ような今のような黒いビニールを張っているよ

うな状況ですが、非常にあそこはメイン道路で

すので、公園の前ですので、地域の皆様の協力

というのが一番ではございますが、地域の方、

地区の方のご意見などもお聞きしながら考えて

いただきたいなと。もうちょっと何とかならな

いのかなと、大変残念な、今、状況ですので、

ぜひそこも今後考えていただければなと。もち

ろん県道ですから、最終的には県の管理という

ことになりますので、市長のおっしゃったよう

に、私もつつじ公園の前ではツツジがいいかな

と思ったら、地域の方というか、地区の方は除

雪で邪魔になると。花だと雪の下になるから大

丈夫なんですけども、除雪の邪魔になるという

ことをおっしゃっているものですから、なかな

か難しいなと。でも、地域の方の意見を聞いて、

市としてもどういう方向でということもお話し

いただければと思います。ぜひ検討していただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 最後に、不登校の問題ですけども、教育長か

らは、本当に長井市で多様な温かい見守りとい

うか、子供たち、保護者への対応をしていただ

いていることが伝わってまいりました、報告し

ていただきました。大変失礼ですけども、安心

というか、よかったなという思いがあります。 

 様々なことで、これからもいろいろと私も感

じたことは保護者という立場でも申し上げたい

と思いますけども、実は不登校ということで、

私も一昨年、お母様から相談を受けたことがあ

るんですね。そのときに私、いや、あまり、お

母さんの気持ち分かるけども、心配なことは分

かるけども、ゆっくり見守ってあげたほうがい

いと、見守ってあげてくださいなんていうよう

なことをお話ししていたんですね。そうしたら

修学旅行がありまして、随分長い間、不登校ま

ではいかないですけど、行き渋りがあって、き

ょうだいで、お姉ちゃんが行かないと、妹も行

きたくないということもあったりして、本当に

そのお母さん、悩んでいたんでしたけども、静

かに見守っていただいたおかげで、修学旅行の

後、お友達もできて、喜んで学校に行くように

なった、いやあ、よかったですねと、そういう

お話ししたところでした。 

 教育長がいろいろお話しいただきましたけど

も、子供たちを温かく見守っていただいている

ということが、そういう行き渋りというか、不

登校は増えているとおっしゃいますけども、そ

もそもそういう行き渋りという、そういう段階

から本当に見守りというのは大事かなと思って

おります。ぜひ、引き続きお願いしたいと。本

当に多様な面で温かく見守っていただいている

ということが伝わってきましたので、お礼を申

し上げたいと思います。 

 それで、１つですけども、学力テストの件な

んですけども、全国学力テストなんですけども、

昨年９月、全国知事会でアンケートを実施した

と。そして、その中で山形県の知事が、市町村

別も公表というアンケートの答えを出したらし

いんです。これが全国でただ１人だったという

ことが報告されているんです。ちょっとそのこ

とについて、一つの基準として、学力テストと

いうのは必要ですけども、それだけで全てが評

価されるわけではないわけですので、知事の考

えというか、それにどうお考えか、ちょっと教

育長から、知事のお考えですからね、あれなん

ですけども、学力テストも先ほど答弁いただき

ましたけども、ご意見いただければと思います。 

○内谷邦彦議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 今の今泉議員の、実は私、見

てないんです。繰り返しになりますが、評価は

子供たちのためにあるものですから、まずそれ

を大事にするということだと思います。長井市

は長井市で、その立ち位置に従ってやっており

ますので、外がどうこうというものでなくて、

そういった趣旨にのっとって子供たちのために

使っていくというのが私たちの一番の仕事だと



 

―８５― 

思います。 

○内谷邦彦議長 15番、今泉春江議員。 

○１５番 今泉春江議員 今、教育長のおっしゃ

ったように、子供たちのためにあるわけですか

らね、子供たちを中心に置いていただいて、そ

の子供たちの成長を見守っていくということの

一つの基準かなと思っておりますので、ぜひそ

のようなお考えで進めていただければなと思っ

ております。 

 私もこの不登校というか、行き渋りというか、

私も転校生ではなかったんですけども、小学校

へ上がる前の年に福島県の只見町に来たもので

すから、半年ぐらいで小学校へ入学したんです

けども、言葉の違いとか、習慣の違いとか、そ

ういうものがありまして、非常に不安というか、

なかなかお友達とも仲よくなれないというか、

積極性がなかったものですから、非常に学校行

きたくないということがあったんです。だから、

本当に自分自身のことも小さいとき考えますと、

なるほどなと、昔でもこういうことがあったな

と。今は本当にいろいろと多様化して、子供さ

んも学校での様々な学習も、昔と違って、私た

ちのときと違って、多くの課題が課せられてい

るということで、本当に負担になるのかなと思

っております。 

 引き続き、教育長には本当に現場の責任者と

して大変なところ、おありになるでしょうけど

も、私たちも保護者とか議員の立場として様々

意見を交換してまいりたいと思います。引き続

き、教育長、ご意見とか相談に乗っていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。いろいろ多様な手だて

をしていただいているということを確認できま

したので、引き続き、私たちも頑張ってまいり

ますので。 

 では質問を終わります。 

 

 

 竹田陽一議員の質問 

 

 

○内谷邦彦議長 次に、順位６番、議席番号８番、

竹田陽一議員。 

  （８番竹田陽一議員登壇） 

○８番 竹田陽一議員 共創長井の竹田陽一です。

よろしくお願いします。 

 今年は４月中旬以降の天候不良の影響で、サ

クランボやリンゴの不作が懸念されているとこ

ろです。主な要因としては、開花期に、気温の

低下、強風、それから降雨で蜜蜂などの花に訪

れる昆虫の活動が鈍かった園地が多く、受粉が

進まなかったことがその要因と考えられており

ます。 

 既に佐藤錦などが収穫始まっているわけです

が、予想収穫量は５段階の中で最も少ないとさ

れ、平年の７ないし８割程度と見込まれている

ようです。また、リンゴの主力品種であるふじ

については、大雪による枝折れの被害もあり、

作柄は平年に比べて少ないと予想されておりま

す。ふるさと納税の返礼品にも影響があるのか

なと心配をしているところです。 

 このように近年、農業気象災害をもたらす天

候が多くなってきているように感じております。

ご案内のとおり、農産物は自然条件に大きな影

響を受けます。生産者は自然に畏敬の念を抱き

ながら、そして翻弄されてきましたが、近年は、

その厳しさが厳し過ぎる状況になっているよう

です。もっと優しくしてほしいと願わずにはお

られません。 

 今、注目されている令和の米騒動も、令和５

年産米が猛暑で品質低下したことが要因に上げ

られております。このたびの米価格高騰は、単

なる一過性の問題ではなく、供給力の低下と需

要の変化が複合的に重なった深刻な課題であり

ます。備蓄米の放出は、消費者にはありがたい

取組ですが、これはあくまでも緊急避難的な価


